
【HP用】

1 株式会社森岡組
奈良県五條市住川
町91-5

令和8年5月25日 ～ 令和8年11月24日 （ 6 か月 ） その他
令和８年５月１４日電子入札執行の岩園町地内下水
管更生工事について、落札したにもかかわらず、正
当な理由なく契約を締結しなかったため。

2 株式会社中造園
奈良県葛城市西辻
352-1

令和8年6月23日 ～ 令和8年7月22日 （ 1 か月 ）
建設業法違
反行為

当該業者の経営業務管理責任者である者及び営業所
技術者である者が他社へ出向の上、他社の工事の現
場代理人として配置され、当該工事に関する業務に
従事し、当該工事期間は当該業者での職務に専ら従
事していたとは認められないとして、奈良県知事か
ら建設業法第２８条第１項の規定に基づく指示処分
を受けたため。
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№ 業者名 本社所在地 根拠基準
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